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10 医療関係 

 ア 情報 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①医療機関情

報の公開 

（厚生労働省） 

医療機関の「治療成績」等のアウトカム情報は、

特に患者や国民の情報公開のニーズが大きい。し

たがって、死亡率、平均在院日数、再入院率、院

内感染症発生率、術後合併症発生率等のアウトカ

ム情報については、地域による情報格差が生じる

ことのないよう、段階的に公開の対象とすること

とし、直ちに具体的な取組を開始する。 

 

その方策としては、今後可及的速やかに、例え

ば十分な客観的データを有すると考えられる国

立病院、特定機能病院、地域がん拠点病院などの

大規模医療機関におけるアウトカム情報の公開

を義務化し、以降、段階的に対象とする医療機関

の範囲を拡大すること等について、早急に検討し

結論を得て措置する。併せて、医療機関における

アウトカム情報の公表が促進されるよう、実施可

能なインセンティブ策を検討する。 

改定・医

療ア① 

検 討 開

始 

 

結論・一

部措置 

以降逐

次拡大 

②診療情報の

開示の促進 

(厚生労働省) 

平成17年４月の個人情報保護法（個人情報の

保護に関する法律、平成15年法律第57号）の全

面施行に伴い定められた「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ドライン」（平成16年12月24日）にしたがい、

診療情報の開示がすべての医療機関で遵守され

るよう徹底する。また、患者の要請に係る診療情

報の開示を適切に行っていない医療機関に対し

て指導するよう明確な運用基準を定める等、実効

性を確保するための具体的な措置を講ずる 

【平成 17 年厚生労働省医政局総務課長及び医薬

食品局総務課長連名通知】 

改定・医

療ア② 

逐次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ａ 診療ガイドラインの作成支援を一層進め、特

に、重要疾患で診療ガイドライン作成の必要の

ある分野などについて、優先的に作成する等、

早急な整備を図る。 

また、ガイドラインの普及を促進するととも

に、導入効果を評価できる枠組みを作成するこ

とが必要であり、傷病ごとの臨床指標（クリニ

カル・インディケーター）の開発など、評価の

ためのツールを整備し、併せて医療の質の向上

に向け、クリニカル・インディケーターを活用

した評価手法に関する研究などを進める。 

さらに、患者が自ら診療内容等を理解し選択

しやすくするためには、国民用の診療ガイドラ

インを整備する。これらを公正で中立な第三者

機関が行うための環境整備を行う。 

改定・医

療ア③ａ

逐次実施 ③ Ｅ Ｂ Ｍ

(Evidence-b

ased 

Medicine：根

拠に基づく

医療)の一層

の推進 

（厚生労働省） 

ｂ 診療ガイドラインの作成支援や、インターネ

ット等によるガイドラインの情報提供サービ

ス等が行われているが、医療の質の向上の観点

からＥＢＭの一層の普及を図りつつ、良質な診

療ガイドラインを公正かつ中立的に選定し、診

療ガイドラインの作成根拠となった医学文献

情報等とともにデータベース化し、インターネ

ット等で広く公開する。 

改定・医

療ア③ｂ

逐次実施 

④医療費の内 

容が分かる

明細付き領

収書の発行

の義務化 

（厚生労働省） 

領収書については、記載項目や記載方法等の規

格を整備しつつ、まずは保険医療機関等に、行わ

れた医療行為等とその所要費用等の詳細な内容

が分かる明細付きの領収書の発行を義務づける。

【平成18年厚生労働省令第27号、平成18年厚

生労働省保険局長通知】 

改定・医

療ア④ 

逐次実施 
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イ ＩＴ化、事務効率化 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①医療分野Ｉ

Ｔ化のグラ

ンドデザイ

ンの推進 

(厚生労働省) 

 医療の質の向上と効率化の観点から、医療分野

のＩＴ化に関するグランドデザインを推進する

支援・助成について、医療費体系の整備の在り方

を含め検討し、電子カルテ等、各種ＩＴ化を統合

的に推進する。 

改定・医

療イ① 

逐次実施 

ａ レセプトオンライン請求化に関して、平成

18 年の厚生労働省令について（ⅰ）オンライ

ン請求化の期限が努力目標ではなく義務であ

ること。（ⅱ）義務化において原則現行以上の

例外規定を設けないこと。（ⅲ）義務化の期限

以降、オンライン以外の手法による請求に対し

て診療報酬が支払われないことを、医療機関・

薬局に周知徹底する。 

その際、地域医療の崩壊を招くことのないよ

う、自らオンライン請求することが当面困難な

医療機関等に対して配慮する。 

 

改定・医

療イ②ａ

平成20年度から順次義務化、

平成23年度当初から左記を踏

まえ原則完全オンライン化 

②電子レセプ

トによるオ

ンライン請

求化の確実

な推進 

（厚生労働省） 

ｂ オンライン請求されたレセプトに関して、医

療行為発生後最長約３ヶ月間かかっている診

療報酬の支払までの期間を、保険者側の協力を

前提に短縮すること、診療報酬点数における加

算について、オンライン請求の、より効果的イ

ンセンティブとなるような見直しを実施する

ことなど、医療機関のオンライン請求化を促す

仕組み、すなわち、医療機関へのインセンティ

ブ施策を検討する。 

  また、医療機関において、オンライン化に適

合した請求システムが円滑に導入されるよう、

請求システムの標準化、互換性、セキュリティ

の確保等の環境整備を図る。 

審査支払機関に対し、オンラインを導入した

保険者と導入しない保険者間の手数料の差を

拡大させることについても併せて検討させる。

改定・医

療イ②ｂ

 

 

 

 

 

 

措置済 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

③審査支払機

関のＩＴ化

の推進 

（厚生労働省） 

社会保険診療報酬支払基金など審査支払機関

は、電子レセプトに対応した投資を集中的に行

い、一連の審査業務全般にわたって電子的手法を

活用した方式を開発するなど、審査の質の向上と

効率化を図る。 

改定・医

療イ③ 

逐次実施 

ａ レセプトオンライン請求化に合わせ、平成

20 年度末までにレセプトデータの収集・分析

体制を構築し、平成 23 年度以降は全国のレセ

プトデータを収集・蓄積・活用できる体制を構

築、運用する。 

 

 

改定・医

療イ④ａ

結論 平成20年度から措

置 

④レセプトの

データベー

スの構築と

情報活用体

制の整備 

（厚生労働省） 

 

ｂ レセプトオンライン化が効果を上げること

ができるように、オンラインを通じた医療情

報・健康情報の収集・蓄積体制を早急に整備す

るとともに、例えば統計法（平成 19 年法律第

53 号）などの取り扱いを参考にしつつ、その

恣意的な利用を防ぐとともに、国の独占利用を

排除し、民間への開放を前提とした利用ルール

を確立し、国民の健康の増進に資する幅広い分

野での利用を図る。 

また、医療機関において蓄積された医療情報

を共有化し、効率的かつ質の高い医療提供体制

を構築するため、診療記録等の医療分野におけ

る電子化された情報については、外部保存を行

うことができる環境整備を進める。 

重点・医

療（２）

①ア（オ）

〔改定・

医療イ④

ｂ〕 

結論 平成21年度までに

措置 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑤電子カルテ

システムの

普及促進 

(厚生労働省) 

a  厚生労働省の保健医療情報システム検討会

が「保健医療分野の情報化にむけてのグランド

デザイン」（平成13年12月）で提言した平成

18年度までに全国の診療所の６割以上、400床

以上の病院の６割以上に電子カルテシステム

を導入させるとした目標を確実に達成できる

よう、具体的な実行策を明定し、公表する。併

せて、電子カルテシステムの導入負担を軽減

し、導入が促進されるよう、地域中核病院等に

Ｗｅｂ型電子カルテを導入して診療所等の電

子カルテ利用を支援する等、具体的な措置を講

ずる。 

 

改定・医

療イ⑤ａ

措置済   

 ｂ 電子カルテにおける用語・コードとレセプト

における用語・コードの整合性を図り、カルテ

からレセプトが真正に作成される仕組みを構

築し、我が国のカルテについて電子カルテ化を

積極的に推進することとし、そのための実効性

ある方策を講ずる。 

 

改定・医

療イ⑤ｂ

逐次実施 

ｃ 電子カルテシステムが導入された後も、医療

機関において継続的に運用されるよう、システ

ム導入後の運用維持も視野に入れ、電子カルテ

システムを用いた望ましい診療行為や医療機

関の体制の評価を踏まえ、具体的な推進策を策

定し、措置する。 

 

改定・医

療イ⑤ｃ

措置済    

ｄ オーダーエントリーシステムの導入、バーコ

ードによる患者誤認防止システムなどのＩＴ

を使った医療安全対策を一層推進する。 

 

改定・医

療イ⑤ｄ

逐次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ａ 安全で質の高い患者本位の医療サービスを

実現するために、個人情報の保護など一定の条

件を備えた上で、患者情報を複数の医療機関で

共有し有効活用ができるよう措置する。 

 

改定・医

療イ⑥ａ

逐次実施 

ｂ カルテの電子化を促進するに当たっては、医

療におけるＩＴ化の推進という方針の下、カル

テの互換性・規格の統一、レセプト・カルテ連

動のためのコード整備等の技術的な課題を解

決するとともに、具体的な導入促進策や各種の

促進手段を政府として明確にし、実行する。 

 

改定・医

療イ⑥ｂ

逐次実施 

⑥診療情報等

の共有の促

進と電子カ

ルテの標準

化促進 

（厚生労働省） 

ｃ  医療機関が他の医療機関など外部に提供す 

る電子的診療情報については、世界的に普及し

ているデータ交換規約に様式を統一すること 

を制度化する。また標準化された電子的診療情

報は、患者個人の所有物であるとの原則の下、

当該情報について患者個人が自由に管理、ある

いは外部組織に保存を委託し、疾病管理に利用

するなどその環境整備についても早急に検討 

を進める。 

 

改定・医

療イ⑥ｃ

措置済   

⑦電子カルテ

等診療情報

の医療機関

外での保存 

（厚生労働省） 

電子カルテ等診療情報の医療機関外での保存

については、情報の安全確保等、外部保存受託機

関として満たすべき技術及び運用管理上の要件

を示したガイドラインを速やかに開示、周知徹底

し、診療情報の電子化及び患者の診療継続等のた

めの医療機関間での情報共有を推進する。 

【平成17年３月「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」】 

改定・医

療イ⑦ 

逐次実施 



 - 357 -

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ａ 高度な医療サービスを効果的、効率的に提供

できるよう、病診連携や病病連携と併せて、遠

隔診断等の遠隔医療を推進する。 

また、各種データ交換の際のフォーマット、

電子的情報交換手順、情報セキュリティ技術等

の標準について早急に確立し、積極的な普及策

を講ずる。 

改定・医

療イ⑧ａ

逐次実施 ⑧遠隔医療等

の医療分野

のＩＴ化の

推進 

（厚生労働省） 

ｂ 病院内のチーム医療と同等な高レベルの処

方チェックを可能とすべく、ＩＴを活用した薬

局機能の高度化について検討し、今後とも規制

改革推進のため、所要の措置を講ずる。 

改定・医

療イ⑧ｂ

逐次実施 

⑨医薬品・医療

材料への標

準コード付

与 

（厚生労働省） 

標準コード付与については、医薬品において、

既に通知が出され、平成 20 年９月までに標準コ

ードの整備が図られる予定である。医療材料にお

いても、通知を発出し、標準コード付与の整備を

図り、その効果の拡大を図る。 

改定・医

療イ⑨ 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

レセプトオンライン請求化により収集・蓄積さ

れる診療情報に加え、20 年度から特定健康診査

が実施されていることにより、健康情報について

も収集・蓄積が進むことになる。レセプトオンラ

イン請求化は、審査・支払いの迅速化や審査の精

緻化・公平性の担保のみでなく、最終的にはＥＢ

Ｍの推進を通じた医療の高度化を目的とするも

のである。したがって、レセプトオンライン化に

より、その効果を最大限発揮することができるよ

うに、レセプト様式を見直すとともに、データ活

用に向けた環境整備を行う。 

重点・医

療(２)①

ア 〔 改

定・医療

イ⑩〕 

 ⑩レセプト様

式の見直し 

（厚生労働省） 

ａ 傷病名と行った医療行為に対する診療報酬

項目のデータを活用することにより、医療機

関間・地域間での格差の少ない、質の高い医

療を供給することが可能となることが考えら

れる。代表的・標準的なものについては、傷

病名と医療行為のリンク付けについて検討を

行うとともに、これらの情報を分析・活用す

ることにより、「標準的な医療」の確立に努め

る。また、「標準的な医療」が確立されること

により、レセプトの審査基準が明確になり審

査の透明性向上、効率化の促進につながる。

 

 

 

 

 

重点・医

療（２）

①ア（ア）

 検討開

始 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ｂ 現在、レセプトに記載する傷病名は、定めら

れた傷病名コード（レセ電算用マスター）を

用いることが「原則」とされているものの、

定められた傷病名コードにない名称が使われ

ていることが多いのが現実であり、このこと

が、蓄積されたデータの有効な活用の妨げと

なっている。 

したがって、レセプトオンライン化に合わせ

て、国際標準コード（ＩＣＤ－１０）の採用

も含めて検討を行い、請求時の傷病名コード

を統一することを推進し、蓄積されるデータ

の質の向上と有効活用に取り組む。 

 

重点・医

療（２）

①ア（イ）

 20 年度以降逐次実

施 

ｃ 現在、調剤レセプトには、医療機関コードの

記載がないことから、保険者において医科・

歯科レセプトとの突合を行う際に、手間がか

かっている状況にある。 

今後、レセプトオンライン化の過程の中で、

医科・歯科レセプトと調剤レセプトの突合を

容易に行えるよう、処方せん・調剤レセプト

に医療機関コードを記載することを検討す

る。 

 

重点・医

療（２）

①ア（ウ）

 23 年度のレセプト

オンライン化の過

程で検討 

 

ｄ 現在レセプト上には、初診日と当月の診療日

数は記載されるものの、実際の診療日の記載

はされていない。 

オンライン化に合わせて、診療行為年月日の

記載を行い、保険者におけるレセプト審査の

正確性の向上や重複検査や多重投薬の危険性

の指摘等を行いやすくする環境を整備する。

  

重点・医

療（２）

①ア（エ）

 23 年度のレセプト

オンライン化の過

程で検討・結論、

措置 
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 ウ 保険者、保険運営、審査支払等 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①保険者の自

主的運営の

ための規制

緩和等の措

置 

（厚生労働省） 

保険者の自立的な運営のため、各種許認可手続

など、一層の規制緩和等の措置を講ずる。 

改定・医療

ウ① 

逐次実施 

②医療機関・薬

局と保険者

間の直接契

約に関する

条件の緩和 

（厚生労働省） 

「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」

（平成17年３月25日閣議決定）における「保険

者と医療機関の直接契約が進められるよう、現行

の契約条件等について過度な阻害要件がないか

等について保険者の意見を踏まえつつ、条件緩和

について検討する。【逐次検討】」との決定を踏ま

え、例えば以下のような事項について、保険者か

らの要望があれば積極的に聴取するとともに、

「健康保険法第 76 条第３項の認可基準等につい

て」（平成 15 年５月 20 日 健康保険組合理事あ

て厚生労働省保険局長通知 保発第05200001号）

及び「保険薬局に係る健康保険法第 76 条第３項

の認可基準等について」（平成17年３月30日 健

康保険組合理事あて厚生労働省保険局長通知

保発第 03300002 号）の通知における要件の見直

しについて結論を出す。 

 

・直接契約の対象医療機関や対象薬局の名称等の

内容を保険者の組合規約に明記すべきとする要

件を廃止すること。 

・認可申請の際にフリーアクセスを阻害していな

いことを客観的に証明するために保険者に提出

が求められている書類の記載内容を簡素化する

こと。 

・契約医療機関における当該保険組合加入者の受

診増が、保険者の責による場合を除き、認可後

の監督等の対象事項とされている「契約医療機

関による患者のフリーアクセスの阻害行為」に

は当たらないことを明確化するとともに、契約

改定・医療

ウ② 

逐次検討・結論 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

後の各種報告を簡素化すること。 

・認可後に地方厚生（支）局へ提出すべき事項か

ら、保険者が持ち得ない、若しくは入手し難い

情報（契約医療機関における当該保険組合加入

者以外の患者に係る診療報酬の額及びレセプト

件数 等）を削除すること。 

・診療報酬点数の範囲内で契約による定められる

価格設定が、契約当事者間の合意があれば、よ

り自由に設定できるよう、要件を緩和すること。

・認可を取消された場合であっても保険者、保険

組合加入者の受診機会の継続性の確保のため、

当事者間の合意があれば、一定期間、継続的に

運用を可能とする猶予措置を講じること。 

ａ 更なる受託競争の促進による審査・支払業務

の効率化を図るため、保険者が他の都道府県の

国保連を含むいずれの審査支払機関にも、医療

機関側が十分な準備ができる期間を置いた上

で、審査・支払を委託することができる旨、周

知徹底する。 

ｂ 各審査支払機関における手数料、審査取扱い

件数、再審査率、審査・支払部門のコストを示

す財務情報など、一定の情報については公開さ

せるとともに、支払基金と各都道府県国保連の

審査・支払部門のコストが比較できるよう、そ

れらを示す財務情報を公開する際の統一的なル

ールを設定する。 

③審査支払機

関間の競争

環境の整備 

（厚生労働省） 

ｃ 保険者・審査支払機関間の契約モデルの提

示、保険者が指定した審査支払機関にレセプト

が請求されるようなインフラの整備、診療報酬

点数表等に基づいたレセプトを照合する等の審

査ロジックの公開、紛争処理のあり方の見直し

を行う。 

改定・医療

ウ③ 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

④社会保険診

療報酬支払

基金の業務

の民間開放 

（厚生労働省） 

健康保険組合における診療報酬の審査・支払に

関する事務については、従来、社会保険診療報酬

支払基金に委託するよう通知により指導されて

いたが、現在当該通知は廃止され、健康保険組合

自ら又は社会保険診療報酬支払基金以外の第三

者の審査支払機関による診療報酬や調剤報酬の

審査・支払が可能となっている。 

したがって、健康保険組合から直接審査・支払

についての具体的な要望が厚生労働省に寄せら

れた際には、その内容について速やかに検討・結

論を出す。 

また、オンライン請求などのＩＴ化の進展や、

上述した支払基金以外の者による審査・支払の普

及等に応じて、特定業務への特化を図るなど、支

払基金の業務の民間開放についても推進する。 

 

改定・医療

ウ④ 

逐次検討・結論 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤社会保険診

療報酬支払

基金の業務

効率化 

（厚生労働省） 

支払基金に対し、オンライン化の進展に合わせ

て、審査のあり方を含む業務フローの抜本的な見

直しを前提とした業務効率化計画（400 床以上の

病院のレセプトオンライン請求化が義務化され

る平成 20 年度から、原則完全オンライン化が実

現する平成 23 年度までの年度ごとの数値目標を

含む工程表など）の作成を促し、この計画に基づ

く審査・支払業務に係る手数料の算出根拠を明ら

かにし、手数料適正化の数値目標を明示させる。

尚、こうした業務効率化計画及び手数料適正化の

見通しについては、広く国民の知るところとなる

よう、具体的且つ分かり易くホームページなどで

公表させる。 

改定・医療

ウ⑤ 

措置済 

 

⑥健康保険組

合の規約変

更の届出制

化等 

（厚生労働省） 

健康保険組合の規約変更については、厚生労働

大臣の認可制から事後届出制に変更する事項に

ついて保険者の意見があれば、それらの意見を踏

まえ、その適否について速やかに検討し、届出の

対象とする事項の拡大等を図る。 

改定・医療

ウ⑥ 

逐次検討・結論 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑦患者への情

報提供等の

エージェン

ト機能の充

実 

（厚生労働省） 

被保険者への情報提供等、保険者のエージェン

ト機能の充実を図るため、以下に示すような内容

について、必要に応じ周知を図る。 

・保険者が医療機関に係る情報収集を行い易いよ

うな方策を講じるとともに、保険者がそれらの

情報を公表することや、被保険者による評価を

反映すること、また、そうした情報を用いて被

保険者に対して優良医療機関を推奨することを

可能とする等、被保険者の自己選択を支援する

取組。 

・査定減額の際の患者の一部負担金の過払いの問

題等の解消に向け、被保険者の一部負担金に係

る査定減額相当分について、被保険者の代理者

として保険者が医療機関に返金請求を行うこと

ができることを周知徹底するとともに、保険者

が被保険者への返金分を代理受領し、被保険者

への返戻を可能とする等、保険者が被加入者の

権限行使をサポートするような取組。 

改定・医療

ウ⑦ 

逐次実施 

⑧所在地変更

による健康

保険証の再

作成の廃止 

（厚生労働省） 

政府管掌健康保険は、平成18年6月に、「健康

保険法等の一部を改正する法律」が国会で成立、

公布され、平成20年10月に国とは切り離した新

たな保険者として全国健康保険協会を設立し、自

主自律の運営のもとに都道府県単位の財政運営

を基本として健康保険事業を実施していくこと

となっている。平成20年10月に稼働する全国健

康保険協会の新たなシステムにおいては、市町村

合併等による社会保険事務所の管轄の変更に伴

う被保険者証の再作成は必要としないようにシ

ステム的に対応する方向で準備を進めている。な

お、上記以外の事業所の所在地を変更した場合の

政府管掌健康保険の被保険者証の取扱いについ

ては、一定の条件の下に再作成は不要とする方向

で平成19年度内に検討する。 

別表４－

993 

 措置済  
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エ 診療報酬 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①競争政策の

観点からの

医療費体系

の見直し 

（厚生労働省） 

競争政策上のインセンティブという観点から

患者に対してより良い医療を提供した者がより

評価されるという医療費体系の在り方について

検討し、所要の措置を講ずる。 

 

改定・医療

エ① 

逐次実施 

②医療費体系

の在り方 

（厚生労働省） 

医療機関の形態に応じた投資的経費の評価に

関する検討を急ぐとともに維持管理経費等の評

価についても検討を進め、それらを含めた医療費

体系の整備を図る。 

 

改定・医療

エ② 

逐次実施 

③診療報酬点

数算定ルー

ルの簡素化、

明確化 

（厚生労働省） 

ａ レセプトのオンライン請求の基礎となる電

子点数表について、平成 20 年度診療報酬改定

に合わせ早期に完成させるとともに、将来的に

はオンラインを利用した、迅速かつ適正な審査

が実施できるよう、電子化をにらみつつ、引き

続き点数計算ロジックをより明確にする。な

お、電子点数表の作成に当たっては、出来得る

限り簡素化し、いつでも、また誰でも、そして

そのままの状態で利用可能なものとする。また

電子点数表作成に際しては、病院、保険者、支

払基金、国保連それぞれのシステム開発を担う

民間と協力して進める。 

改定・医療

エ③ａ 

平成20年度点数表の完成、平

成23年度までにロジックの

整備 

 

 

 

 

 ｂ 診療報酬体系の見直しについては、医療にか

かるコストを適切に把握するための調査を検

討するとともに、新技術の導入について学会の

調査等の結果に基づく評価を行うなど、医療機

関のコストや機能の適切な反映、医療技術の適

正な評価等の基本的考え方に立って見直しを 

進める。 

 

改定・医療

エ③ｂ 

逐次実施 

 

 

 

 

ｃ 算定ロジックの変更等を伴う改定の場合に

は、実施までの医療機関におけるレセプト電算

システムの修正に要する期間についても配慮

する。 

改定・医療

エ③ｃ 

逐次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

④価格決定方

法の見直し 

（厚生労働省） 

既存薬の効能について、一定の基準に基づいた再

評価を実施し、効能が認められなくなったものの承

認を取り消すなどの措置を講ずる。 

改定・医療

エ④ 

逐次実施 

⑤中央社会保

険医療協議

会（中医協）

改革の実施 

（厚生労働省） 

中医協については、次のような機能、組織の改

革を実施する。また、その運用状況を注視し、必

要に応じて見直しを行う。 

（第164回国会に関係法案提出） 

ａ 改定率を除く診療報酬改定に係る基本的な

医療政策の審議については、社会保障審議会に

ゆだね、そこで「診療報酬改定に係る基本方針」

を定め、中医協においては「基本方針」に沿っ

て、具体的な診療報酬点数の設定に係る審議を

行うこと。 

改定・医療

エ⑤ａ 

必要に応じ見直し 

 ｂ 支払側委員及び診療側委員の委員構成につ

いては、医療費のシェア、医療施設等の数、医

療施設等従事者数、患者数等の指標を総合的に

勘案しながら、明確な考え方に基づいて決定す

ること。 

改定・医療

エ⑤ｂ 

 

 

 

 

 

 

c 中医協外で審議・決定された基本的な医療政

策に沿って中医協において改定がなされたか

どうかを検証すべく、診療報酬改定結果を客観

的データによって公益委員が事後評価するこ

と。 

改定・医療

エ⑤ｃ 

 

⑥包括払い・定

額払い制度

への移行の

促進 

（厚生労働省） 

ａ 現在行われているＤＰＣについて、その影

響・効果を早期に検証し、より精緻化された、

実効性のあるＤＰＣの実施に向けて検証を進

める。 

 

 

改定・医療

エ⑥ａ 

逐次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ｂ 「規制改革推進のための３か年計画」（平成

19年６月22日閣議決定）に則り、ＤＰＣ導入

の検証と並行し、ＤＲＧ－ＰＰＳの導入効果を

参考にして、一入院当たりの包括的・定額払い

制度の試行を次期診療報酬改定において導入

する。 

 

 

改定・医療

エ⑥ｂ 

 

措置済    

ｃ 平成 20 年度診療報酬改定において、標準的

な治療方法が確立されており、手術に伴う入院

期間及び費用に大きな変動のない 15 歳未満の

鼠径ヘルニアの入院医療について包括支払方

式が導入されたものの、導入事例はこの１例に

とどまっている。今後、一手術あたりの支払い

方式の状況を踏まえつつ、ＤＲＧ－ＰＰＳの対

象の拡大や要件の見直しについて検討する。 

 

 

重点・医療

（２）①イ

  検討 

⑦質に基づく

支払いの更

なる推進 

（厚生労働省） 

欧米諸国の取組内容、国内における医療情報収

集体制の整備状況等を踏まえつつ、質に基づく支

払い（Pay For Performance）の導入にむけて、

導入時期、方法などについて検討を開始する。 

重点・医療

(２)①イ

〔改定・医

療エ⑦〕 

 検討開始、引き続

き検討 

⑧地域医療に

貢献する医

療機関に対

する診療報

酬評価 

（厚生労働省） 

 

夜間対応、休日開業、在宅医療、また地域連携

によるそれらの24時間対応等、地域医療に貢献す

る医療機関に対する診療報酬上の評価について

は、平成18年度診療報酬改定においても一定程度

行われたところであるが、改定後の状況を踏まえ

た診療報酬上の評価の在り方について、今後さら

に検討し、結論を得る。 

 

 

 

 

 

 

改定・医療

エ⑧ 

 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑨いわゆる「混

合診療」の見

直し 

（厚生労働省） 

ａ 先進医療に係る平成17年の厚生労働省保険

局医療課長通知が導入した薬事法承認の要件

を解除することと併せ、患者の選択肢を可能な

限り拡大する観点から、個別の医療技術ごとに

実施医療機関について審査を行った上で、国内

未承認の薬物・機械器具を用いた先進的な医療

技術に関する保険診療との併用を認める枠組

みを創設することにより、新たな条件整備を行

う。 

改定・医療

エ⑨ａ 

措置済   

 ｂ 平成 16 年の基本的合意が実効性ある形で実

施されているかを検証する為、先進医療の実施

件数と金額を含む調査を行い、その結果を一般

に公表する。 

 

 

改定・医療

エ⑨ｂ 

逐次実施 

⑩ＤＰＣデー

タの活用方

策の実施 

（厚生労働省） 

医療の質の向上に向けてデータが活用される

よう、ＤＰＣデータの公開ルールの整備を行う。

また、併せて現行の公開手続方法について周知す

る。 

 

 

重点・医療

（２）①ウ

 検討・結

論済 

措置 
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オ 経営の近代化等 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①株式会社等

による医療

経営の解禁 

（厚生労働省） 

構造改革特区における株式会社による医療機

関経営の状況等を見ながら、全国における取扱い

などについて更に検討を進める。 

改定・医

療オ① 

逐次検討 

②株式会社に

よる医療機

関経営への

参入等医療

機関経営の

多様化 

(厚生労働省) 

 特区において、株式会社が直接経営する医療機

関が取り扱うことのできる医療行為の範囲につ

いては、各地方自治体等から具体的な要望があれ

ば精力的に追加の検討を行う。 

 

 

 

改定・医

療オ② 

平成19年度以降検討 

③医療法人に

おける非営

利性の徹底

とガバナン

ス等に係る

経営安定化 

（厚生労働省） 

医療法人制度改革の趣旨を踏まえ、従来の経過

措置型医療法人においては、社員の持ち分に応じ

た払い戻し請求により、安定的な法人運営に支障

が生じるおそれがあり、移行によってこれを一定

予防できるという利点についての理解を広める

こと等移行促進を図るための方策を検討し、措置

する。 

さらに、医療法人の経営のより一層の近代化・

安定化を図るため、株式会社の一部が採用してい

る社外役員制や経営委員会制等を参考にした、外

部の意見を取り入れるシステムを社団医療法人

においても導入を可能とするための方策につい

て検討し措置する。 

改定・医

療オ③ 

一部措

置済 

措置済  

④病院におけ

る民間参入

の推進 

（厚生労働省） 

ａ 国立病院については、廃止、民営化等をする

ものを除き、平成16年度からの独立行政法人化

が進められているが、当該業務を継続させる必

要性、組織の在り方について、個別施設の廃止、

民営化等を含め、遅くとも独立行政法人設立後

の最初の中期目標期間終了時に速やかに検討 

を行い、結論を得、その結果に基づき、所要の

措置を講ずる。 

 

 

改定・医

療オ④ａ

遅くとも独立行政法人設立

後の最初の中期目標期間終

了時に速やかに検討・結論 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 ｂ 社会保険病院、厚生年金病院については、現

在、国が施設を設置し、経営は公益法人等に委

託して行っている。国自らが施設を設置する必

要性は薄れていると考えられる病院について

は、現状を精査し、私立医療法人への移譲を含

む整理合理化等所要の措置を講ずる。 

改定・医

療オ④ｂ

逐次実施 

 ｃ 労災病院については、平成16年度から独立行

政法人化し、一部について廃止、民営化等をす

ることとされているが、当該業務を継続させる

必要性、組織の在り方について、個別施設の廃

止、民営化等を含め、遅くとも独立行政法人設

立後の最初の中期目標期間終了時に速やかに

検討を行い、結論を得、その結果に基づき、所

要の措置を講ずる。 

改定・医

療オ④ｃ

措置済 
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カ 医薬品・医療材料、承認審査等 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①治験実施体

制の整備、促

進 

（厚生労働省） 

治験について、治験コーディネーターの養成、

治験実施医療機関における治験実施体制の整備

を促進するとともに、被験者及び治験実施医師等

の治験 に関するインセンティブの在り方、治験

実施医療機関の治験審査委員会の機能強化に関

する方策等について検討し、治験の質の向上を含

め、総合的な体制整備・推進策を講ずる。 

改定・医

療カ① 

逐次実施 

②医療機器の

内外価格差

の是正等 

（厚生労働省） 

内外価格差の是正等に向けて、新しい医療機器

の持つ医療費削減等の効果や、保険償還価格が開

発供給事業者に与えるインセンティブも考慮し

た総合的な視点から、以下の事項について早急に

調査、検討を行い、対策を講じる。 

    

 ａ 我が国における薬事法の承認審査に要する

時間や医療機器の流通実態等のコスト引き上

げ要因について、その検証に取組むとともに、

外国における実態価格を正確に把握するよう

努めること等によって、外国平均価格調整制度

の的確な運用を図り、不合理な内外価格差を解

消していく。 

改定・医

療カ②ａ

逐次実施 

 ｂ 医療機器の承認審査体制の充実と運用の円

滑化を図るため、以下の施策を講じる。 

・承認審査体制の充実（医薬品医療機器総合機

構の審査業務の効率化、第三者認証制度の対

象となる医療機器の拡大、外部専門家の積極

的な活用、メディカルエンジニア等の医療機

器の専門家による審査の専門性の向上等） 

・海外治験データ（海外で実施された同製品等

の治験結果等）の利用の円滑化、データ受入

方法の明確化と周知徹底 

・ＧＣＰ（臨床試験実施基準）運用の円滑化 

・開発側と審査側とで共有できる客観的な各種

基準の整備と周知徹底  等 

改定・医

療カ②ｂ

逐次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 ｃ ライフサイクルが短く、機器の改良が逐次行

われる等、医薬品と異なる医療機器の特性を考

慮し、医療機器の特性を踏まえた審査基準の整

備とその運用の円滑化等を図るため、以下のよ

うな対応を行う。 

・臨床試験の要否に関する判断基準等における

国際的な整合性の確保の検討と推進 

 

・申請前時点における治験相談等の対話の充実

等 

改定・医

療カ②ｃ

逐次実施 

③医薬品の薬

価等の見直

し 

（厚生労働省） 

規制改革・民間開放の推進に関する第２次答申

（平成17年12月21日）の「（４）医療機器等の内

外価格差の是正等」の②における医療機器に関す

る承認審査に関する指摘と同様、医薬品の薬事審

査、承認においても、承認審査体制の整備（承認

審査の迅速化、医薬品医療機器総合機構の治験相

談の改善等）等の課題もあることから、医薬品の

安全性の確保に配慮しつつ、承認審査体制の充

実、薬効別の臨床評価ガイドラインの作成・整備、

海外治験データ利用の円滑化、開発側と審査側と

で共有できる客観的な審査ガイドラインの整備

等の承認審査の運用の円滑化を行う。 

改定・医

療カ③ 

逐次実施 

④後発医薬品

（ジェネリ

ック医薬品）

の使用促進 

（厚生労働省） 

ａ 平成 20年度診療報酬改定の円滑な実施を進
めるとともに、後発医薬品の安心使用促進ア

クションプログラムを踏まえた後発医薬品の

使用促進の環境整備について、引き続き推進

する。また、これまでの使用促進策の効果に

ついて早急に調査を行うとともに、調査結果

を踏まえて医療関係者の使用促進が図られる

ように、必要な施策を行う。 

重点・医

療(３)①

ア 

 効果検

証につ

き措置 

追加施

策につ

き 検

討・結論
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 ｂ 薬価制度のあり方については、平成 20 年度

薬価制度改革において、革新的新薬の適切な評

価に重点を置くこととし、特許の切れた医薬品

については、後発品への置き換えが着実に進む

ような取組が行われたところであるが、引き続

き、新薬開発のインセンティブに配慮するとと

もに、特許期間終了後の薬価の在り方も含め、

後発医薬品の使用促進策について、総合的な検

討を行う。 

重点・医

療(３)①

イ 

 検討開

始 

結論 

⑤国際共同治

験の促進 

（厚生労働省） 

我が国の医薬品の開発･承認を促進するため、

現在推進している国際共同治験をより活用する

こととし、その治験データの受入基準等を明確す

る等、治験が早期かつ効率的に行われるシステム

を構築する。 

 

改定・医

療カ⑤ 

措置済   

⑥欧米諸国で

承認された医

薬品の本邦に

おける承認の

促進 

（厚生労働省） 

欧米諸国で承認されているが本邦では未承認

の医薬品については、それらの医薬品が迅速に国

民に提供されるよう、今後とも、専門家の意見を

聞き、医療上の必要が高いと評価されたものを対

象に、必要な治験を早期に実施するよう指導する

とともに、優先的な承認審査等を行うことによ

り、本邦における迅速な承認を促進する。 

 

改定・医

療カ⑥ 

逐次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑦医薬品販売

に関する規

制緩和 

（厚生労働省） 

医薬品について、平成11年３月31日に行った

15 製品群の医薬部外品への移行の実施状況を踏

まえ、一定の基準（例えば、発売後、長期間経過

しその間に副作用などの事故がほとんど認めら

れないもの、など）に合致し、かつ保健衛生上比

較的危険が少ないと専門家等の評価を得たもの

について、一般小売店で販売できるよう、見直し

を引き続き行う。 

改定・医

療カ⑦ 

逐次実施 

⑧保険薬局の

開設許可条

件の周知徹

底 

保険薬局が保有または賃借する土地を医療機

関に賃貸し、その医療機関に隣接して保険薬局を

開局することが可能であることを周知するため

の必要な措置を講じる。 

改定・提案

受付･推進

ＷＧ別表

１－１ 

措置済   

⑨治験および

先進医療専

門病院の病

床規制の除

外対象の拡

大 

（厚生労働省） 

 第Ⅱ相及び第Ⅲ相の臨床試験についても、第Ⅰ

相臨床試験に係る病床と同様に、基準病床数制度

における特例病床とする。 

改定・提

案受付・

推進ＷＧ

別表５－

992 

 措置済  

⑩医療機器の

承認手続き

の一層の円

滑化 

（厚生労働省） 

「経済財政改革の基本方針２００８」に基づ

き、関係府省及び産官学等が連携して、審査体制

の拡充をはじめとする、審査迅速化アクションプ

ログラム（審査基準等の明確化を含む）を２００

８年秋に策定する。 

別表１－

２ 

 20 年中

措置済 

 

⑪医療機器の

「認証」制度

の運用の見

直し 

（厚生労働省） 

第三者認証機関による認証を受けた管理医療

機器について、事業再編等に伴い製造販売を承継

した場合、再度認証を受けることにより認証番号

が変更されることになるが、認証番号の変更によ

って生じる不都合等が円滑な事業再編等の妨げ

となる恐れがある。 

このような不都合が生じないよう、ＥＵ等諸外

国における認証制度や類似制度の運用状況等を

調査した上で、認証番号管理の在り方や事業再編

等に伴う認証手続きの簡素化の可否等につき、検

討を行う。 

別表３－

12    

  検討・結

論 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑫医薬品・医薬

部外品の製

造販売承認

事務の地方

委任品目の

拡大 

（厚生労働省） 

平成11年 3月に医薬部外品に新たに指定した

もの及び「薬事法施行令第八十条第二項第五号の

規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の

種類等」（昭和45年厚生省告示第336号）に規定

されている漢方製剤の製造販売承認事務の地方

委任について平成 21 年度中に関係告示及び通知

等の整備を行う。 

別表５－

998 

  措置 

 

キ 教育、臨床研修、資格、派遣等 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ａ 医療分野における労働者派遣のニーズや紹介

予定派遣の運用状況、医療サービスの質等を踏

まえつつ、引き続き、できるだけ限定条件をつ

けることなく、医療従事者の派遣労働を可能と

するべく検討し、結論を得る。 

 

改定・医

療キ① 

措置済   ①派遣規制の

見直し 

（厚生労働省） 

 

ｂ 医療分野における労働者派遣のニーズや紹介

予定派遣の運用状況、医療サービスの質や同じ

チームで働く常勤の職員の負担への影響等を踏

まえつつ、医療従事者の派遣労働を可能とする

べく検討し、平成19年度中に結論を得る。 

別表４－

996 

措置済   

②専門職医療

従事者の充

実 

（厚生労働省） 

患者の多様なニーズに対応するためには、様々

な専門性（知識・技術）に基づいた適切な治療や

ケアが行われることが望まれている。また、その

ような状況を踏まえ、医療従事者の専門性につい

ても細分化・機能の分化が進んでいるが、現在、

特に、麻酔、病理診断などの分野における医師に

ついては不足が指摘されており、その充実が求め

られている。したがって、このような状況に対応

するため、専門職の不足を解消するための方策に

ついて検討し、措置する。  

改定・医

療キ② 

逐次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

③医師・医療従

事者の質の

確保 

（厚生労働省） 

  

医療従事者個々の専門性に応じて必要な最新

の知識及び技能を修得できるような環境の整備

を行う。その方策の一つとして、平成16年度から

の医師の臨床研修化に向けた臨床研修制度の改

革や生涯教育の充実、研究の促進とその成果の普

及などにより、資格取得後の医療従事者の質の確

保を図る。 

改定・医

療キ③ 

逐次実施 

ａ 医師免許取得者については、平成18年の通常

国会で成立した医師法等の改正における「行政

処分を受けた医師等に対する再教育の義務付

け」等を実効性あるものとするため、当該制度

を厳格に運用し、医師等の免許取得者の資質が

確保できるように取り組む。 

なお、医療事故の発生予防・再発防止のため、

ヒヤリ・ハット事例の収集・分析を引き続き行

うとともに、事故発生の原因等の重大な情報を

提供する等、国民に対し安心・安全で質の高い

医療を提供するための施策を総合的な観点か

ら講ずる。 

改定・医

療キ④ａ

 

 

 

 

 

 

 

逐次実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④医療従事者

の資格制度の

見直し 

（厚生労働省） 

ｂ 医師の資質について専門的且つ客観的に定

期的なチェックをするための取組を推進する

ほか、定期講習の受講等により医療保険制度や

医療安全等の最新情報にキャッチアップする

ための取組、また、医療安全等に関するガイド

ライン等を提供、改定、周知すること等により

医師の知識・技能と資質向上をサポートするた

めの取組について、必要な施策を講ずる。 

 

改定・医

療キ④ｂ

 

 

 

 

 

措置済 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 ｃ 専門医資格は学会等の医療従事者の自治・自

発性の下で、公的にも一定のサポートを行うこ

とを含め、患者から納得が得られる専門分野に

係る国際標準にも合致する知識・臨床上の技能

等を有する専門医の在り方について、速やかに

検討する。 

また、プライマリケアにおける総合的な診断

力等の一層の向上のための研修内容の充実、全

科に係る基本的な診断力を有する総合診療医

の育成等についても、公的にもサポートを行う

ことを含め、プライマリケアを担う医師の知

識・技能・資質の在り方についても、速やかに

検討する。 

 

改定・医

療キ④ｃ

 

措置済   

⑤医師と他の

医療従事者

等の間の役

割分担の在

り方の見直

し 

（厚生労働省） 

ａ 諸外国の事例も参考に、看護職の教育の充実

と看護職の活躍の機会の拡大について検討し、

必要な措置を講ずる。 

 

改定・医

療キ⑤

 

 

平成 19

年 中

結論、

逐 次

措置 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ｂ 「医師及び医療関係職と事務職員等との間等

での役割分担の推進について」（平成19年12月

28日付け医政発第1228001号医政局長通知）の

内容については、各医療機関において適切な役

割分担と協働が推進されるよう、更に周知徹底

を図る。 

また、「経済財政改革の基本方針2008」（平成

20年６月27日閣議決定）、「『安心と希望の医療

確保ビジョン』具体化に関する検討会中間とり

まとめ」（平成20年９月22日厚生労働省）の内

容を踏まえて、各医療機関等からの要望や実態

を踏まえ、更なる役割分担の推進施策につい

て、速やかに検討し実施する。 

具体的には、介護施設内における介護福祉士

等の「たんの吸引」や、正常分娩における助産

師の更なる活用など、医療従事者等の業務を高

度化する施策について、教育・研修の在り方や

安全性の確保の観点を含め至急検討を行い、役

割分担の更なる推進に向けた制度や解釈の見直

しなど必要な措置を講じる。 

重点・医

療(４)①

ア 〔 改

定・医療

キ⑤ｂ〕

 20 年度検討開始、

逐次措置 

 

ｃ 海外においては、我が国の看護師には認めら

れていない医療行為（検査や薬剤の処方など）

について、専門性を高めた看護師が実施してい

る事例が見受けられる。「安心と希望の医療確

保ビジョン」具体化に関する検討会中間とりま

とめの内容を踏まえると、早急にこのような海

外の事例について研究を行い、専門性を高めた

新しい職種（慢性的な疾患・軽度な疾患につい

ては、看護師が処置・処方・投薬ができる、い

わゆるナースプラクティショナーなど）の導入

について、各医療機関等の要望や実態等を踏ま

え、その必要性を含め検討する。 

 

重点・医

療(４)①

イ 

 20年度検討開始 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑥国家資格取

得者の就労

制限の緩和 

（厚生労働省、

法務省、外務

省） 

ＥＰＡ交渉における諸外国からの要望も踏

まえ、我が国の労働市場への影響や相手国にお

ける同様の職種の受入制度を勘案しつつ、ＥＰ

Ａ交渉において合意した場合には、医療分野の

我が国の国家資格を取得した外国人に対して

は、就労制限の緩和を図る。 

改定・医

療キ⑥

逐次実施 

⑦介護福祉士

及びあん摩

マッサージ

指圧師の就

労制限の緩

和 

（厚生労働省、

法務省、外務

省） 

介護福祉士及びあん摩マッサージ指圧師に

ついては、ＥＰＡ交渉における諸外国からの要

望も踏まえ、不法就労、不法滞在その他犯罪の

防止等に留意し、我が国の労働市場への影響や

相手国における同様の職種の受入制度を勘案

しつつ、ＥＰＡ交渉において合意した場合に

は、我が国の国家資格を有するなどの一定の条

件に基づき、速やかに就労が可能となるように

措置する。 

改定・医

療キ⑦

逐次実施 

⑧医師などの

相互受入取

決めの推進 

（厚生労働省、

外務省） 

在留外国人の生活基盤の充実という観点か

ら、在留者の多い国々などを中心に検討し、相

互受入取決めを行う。 

改定・医

療キ⑧

逐次実施 

⑨外国人医師

等の相互受

入時の国家

資格の取得

要件の緩和

（厚生労働

省、外務省） 

構造改革特別区域推進本部決定及び対日投

資会議決定において、「現行の外国との医師の

相互受入れを拡大し、相手国による日本人医師

の受入れが無い場合でも、英語による国家試験

に合格した外国人医師を、診察対象を当該国民

に限定する等の条件の下、受入れる措置を講ず

る。（平成15年度中に実施）」こととしたが、実

際に諸外国と取決めの締結に向けた交渉を行

うに当たっては、交渉の状況に応じて、診察対

象を「当該国民」に限らず当該相手国と密接な

関係を持つ国の国民なども診察対象に含める

ことも考慮する。 

改定・医

療キ⑨

逐次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑩高度技能を

有する外国

人医師の受

入促進 

（厚生労働省） 

臨床修練制度の運用により、入国する外国人

医師又は外国人歯科医師が、医療に関する知識

及び技能の習得に加え、これに付随して行う教

授を目的として臨床実施することは認められ

ているが、当該制度の周知徹底を図るととも

に、臨床修練の許可に係る審査の迅速化を行う

等、利用の促進と運用の円滑化のための必要な

施策を引き続き講ずる。 

改定・医

療キ⑩

 措置済  

⑪へき地・離島

などの地域

医療支援の

ための移動

型診療車両

における診

療手続きの

簡素化 

（厚生労働省） 

「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」

において規定する診療所開設手続の簡素化を、

医療法人等が行う巡回診療についても各都道

府県が認めて差し支えない旨を通知する。 

改定・提

案 受

付・推

進ＷＧ

別表５

－991 

 措置済  

      

⑫医師の供給

体制の見直

し 

（厚生労働省） 

ａ 長期的に安定した医師の供給、医療の質の向

上を図るためにも、当面医学部定員の増員を図

るとともに、患者のニーズ・医療従事者の就業

環境等、医療を巡る状況の変化を踏まえて医師

の需給推計を随時見直す仕組みなど、医師養成

のあり方について抜本的な検討を行う。 

 

 

重点・医

療（４）

②ア 

 20年度検討開始 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

 ｂ 医師の需給推計の在り方を見直したとして

も、現在の医師不足は直ちには解消しないこと

から、医師不足解消に向けた即効性のある施策

の早急な実施が必要である。また、質の高い医

師を供給する観点から、高校卒業後すぐ医学部

教育を受け医師になる現在の養成課程だけで

はなく、医療を強く志す人が一般社会で様々な

経験をつんだ後でも医師になれるような、多様

な人材を養成課程に受け入れる医師養成につ

いて、欧米や韓国など諸外国における新たな教

育の仕組みを参考に検討する。併せて、現在医

療の現場から離れている医師、例えば結婚出産

退職をした女性医師などが、医療の現場に復帰

することを支援する施策として、再教育システ

ムの充実等を図る。 

 

重点・医

療（４）

②イ 

 検討開

始 

結論 

⑬救急救命士

によるアナ

フィラキシ

ーショック

患者へのエ

ピネフリン

注射器の使

用 

（厚生労働省） 

救急救命士がアナフィラキシーショック患

者へエピネフリン注射器を使用できるよう、

「救急救命処置の範囲等について」（平成4年3

月13日付指発第17号厚生省健康政策局指導課

長通知）を改正する。 

別表５－

9-100 

 措置済  
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 ク ライフサイエンス分野の規制改革 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①医療機器開

発の円滑化 

（厚生労働省） 

ａ 臨床研究段階における薬事法の適用範囲に

ついて、可能な限り予見可能性を高め、個別

のケースについて薬事法違反となるか否かの

判断が可能となるよう、関係者の意見を踏ま

えつつ、薬事法の適用範囲の明確化を図るた

めのガイドラインを作成する。併せて、この

措置について、関係者に十分な周知を行うと

ともに、ベンチャー企業等からの個別相談に

応じる。 

重点・医

療（１）

① 

別表５－

997 

  措置 

 ｂ 臨床研究で得られた成果を円滑に薬事承認

につなげるため、臨床研究段階から治験、薬

事申請を見据えた薬事相談の積極的な利用を

促進する。 

重点・医

療（１）

① 

  措置 

自家細胞培養等による加工物の外部委託（医療

機関含む）について、現行の法体系の中での取り

扱いが不明確であるとともに、薬事法違反となる

か否かが十分に明確ではない。 

したがって、医療法（昭和23年法律第205号）

と薬事法の適用範囲が明確でない状況を解消す

る施策を早急に実施する。 

重点・医

療（１）

② 

 ②医工連携（医 

師とエンジニ 

アの役割分担） 

（厚生労働省） 

 

ａ 自家細胞の培養・加工についての臨床研究に

関するガイドラインである「ヒト幹細胞を用

いる臨床研究に関する指針（ヒト幹指針）」に

ついて、臨床研究段階においては医師の立会

いがなくとも細胞の培養・加工が可能となる

よう改正する。 

重点・医

療（１）

② 

  措置 

 ｂ 医療機関が患者から採取した細胞について、

別の医療機関において培養・加工を行った上

で患者の診療に用いることが現行の医療法の

下で可能であること及びその条件を明示し、

周知徹底する。 

重点・医

療（１）

② 

  措置 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ｃ 再生・細胞医療にふさわしい制度を実現する

ため、自家細胞と他家細胞の違いや、皮膚・

角膜・軟骨・免疫細胞など用途の違いを踏ま

えながら、現行の法制度にとらわれることな

く、臨床研究から実用化への切れ目ない移行

を可能とする最適な制度的枠組みについて、

産学官の緊密な連携のもとに検討する場を設

け、結論を得る。 

重点・医

療（１）

② 

  22 年度

結論 

ｄ 「ヒト幹指針」等に基づき厚生労働大臣の確

認を受けた臨床研究と同一のものについて、

薬事法承認審査のための治験を開始する際に

は、治験開始前の大臣確認と手続きが重複し

ていることから、当該確認手続きを合理化す

る。 

重点・医

療（１）

② 

  措置 

ｅ 再生・細胞医療にあたって必要となるCPC

（Cell Processing Center、細胞培養センタ

ー）設備について、厚生労働省は、平成20年

度に大学病院等16施設に対して合計約４億円

の補助を実施することとしており、引き続き

積極的に所要の支援策を検討する。 

重点・医

療（１）

② 

  21 年度

以降逐

次実施 

 

ｆ バイオベンチャー等は医療・薬事行政に関す

るノウハウを十分に蓄積していない場合が想

定されることから、20年度からの開始が予定

されている、効率的かつ適切な開発を進める

ための治験や承認申請に関する一般薬事相談

等の取組について、バイオベンチャー等への

周知を図り、開発初期の段階からの積極的な

利用を促進する。 

重点・医

療（１）

② 

  措置 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

③高度医療評

価制度の積

極的運用 

（厚生労働省） 

ａ 高度医療評価制度について、今後制度の浸透

に伴い事前相談や申請件数が更に増加した場

合でも、運営体制が制約条件となることの無

いよう、審査体制の強化を図る。 

さらに、薬事法未承認の医薬品等を用いるこ

とから、安全性・有効性を一定程度確保する

ための確認が不可欠なこと、倫理上の疑義が

ある場合における慎重な検討が必要なこと等

審査期間がある程度長期化せざるを得ない案

件があることを踏まえつつも、「いわゆる「混

合診療」問題に係る基本的合意」（平成16年）

において原則最長３か月とされている先進医

療制度と同等の迅速な審査の実現に向けた努

力を継続する。 

重点・医

療（１）

③ 

  21 年度

以降逐

次実施 

 ｂ 病院（20床以上の入院施設を有する医療機

関）に限定されている、高度医療実施医療機

関の要件について、申請された技術の内容に

応じて、診療所（同19床以下のもの）におい

ても、一定の基準を満たした病院と連携する

ことにより、参加可能となるよう必要な施策

を実施する。 

重点・医

療（１）

③ 

  措置 

④独立行政法

人医薬品医

療機器総合

機構等の機

能・体制強化 

（厚生労働省） 

ａ 厚生労働省においては、平成19年に「革新的

医薬品・医療機器創出のための５か年戦略」

を作成し、新薬の上市までの期間を23年度末

までに米国並みとすることを目標として、独

立行政法人医薬品医療機器総合機構の審査人

員の倍増などの施策に取り組んでいる。しか

しながら、審査人員を倍増した場合でも、米

国等に比べると圧倒的に少ないこと、また、

新薬審査に必要とされる知識を有する人材の

育成は長期間に渡る教育・経験が必要である

ことから、平成23年度末までのドラッグ・ラ

グの解消という目標の達成を確実にするべ

く、現在検討中の施策を着実に実施するとと

もに、追加的な施策も検討し、実施する。 

重点・医

療（１）

④ 

  21 年度

以降逐

次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ｂ 医療機器の審査体制については、医師や臨床

検査技師、更には臨床工学技士等を含む多彩

な人材の確保・育成の強化等の整備が不可欠

であり、「医療機器の審査迅速化アクションプ

ログラム」（平成20年12月11日）に基づき、審

査体制の強化（現行35名の審査員を５年で104

名まで増員）を着実に実施する。 

 

重点・医

療（１）

④ 

  逐次実

施 

ｃ 平成19年10月、独立行政法人医薬品医療機器

総合機構に細胞・組織加工製品の承認審査を

扱う生物系審査第二部を創設したところであ

るが、当該分野の急速な発展の状況を踏まえ、

細胞・組織加工の技術・サービス等を迅速に

医療現場へ提供するため、各種技術の開発の

進捗等に合わせてその体制の更なる充実・強

化を図る。 

重点・医

療（１）

④ 

  措置 

 

ｄ 薬事承認を経て市販・流通されることとなっ

た医薬品・医療機器を必要とする人々が安心

して使用できるような環境を整え、市販後の

感染や副作用が発生した場合のリスク管理体

制を強化するため、専門的知見を有する独立

行政法人医薬品医療機器総合機構が積極的な

役割を担うよう、その体制強化を実現する。

重点・医

療（１）

④ 

  21 年度

以降逐

次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑤スーパー特

区（先端医療

開発特区）提

案における

規制改革要

望の実現 

（内閣府） 

（各府省庁） 

 

全国の医療機関等から143件の応募があり、24

件が採択された（平成20年11月18日）先端医療開

発特区について、採択された案件を着実に実行に

移すとともに、当該研究を実施する過程で行われ

る規制当局との相談を通じて、臨床研究や薬事審

査等を取り巻く環境の改善に繋がる規制改革を

見出し、それらを着実に実施する。 

また、応募があった143案件に付随する構造改

革要望についても積極的に取り上げ、以下の各案

件について取り組む。 

○複数の研究資金による高額の機器の利用を

推進するとともに、特定の研究資金で購入し

た機器を他の研究事業で活用できるよう弾力

的な運用を推進すること。 

○大学等における「トランスレーショナルリサ

ーチ」について、従事する研究者及び研究支

援人材の確保・育成に向けて、多様な機会を

提供すること。 

○医薬品・医療機器を用いた臨床研究における

健康被害を補償する補償保険の整備を推進す

ること。 

○医療機器の研究開発を推進し、部材供給メー

カーの参入を促進するため、品質保証以外の

責任を免除する仕組みを構築すること。 

重点・医

療（１）

⑤ 

  21 年度

以降逐

次実施 
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ケ その他（医療計画、救急医療、小児医療、医療事故対策等） 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①参入規制の

緩和 

（厚生労働省） 

平成12年11月成立の改正医療法においては、都

道府県知事は医療機関の新規参入を促す方策と

して、病床数の増加等の許可を受けた後、正当な

理由がなく業務を開始しない際の許可取消し、正

当な理由がなく休止している際の開設許可等の

取消しを可能とするとされており、これらの制度

が適切に運用されるよう都道府県に対する情報

提供・技術的助言等に努める。 

改定・医

療ク① 

適宜実施 

②人員配置標

準の在り方 

（厚生労働省） 

医療法の定める人員配置標準について、充足率

の低い地域に関しては、充足率の改善のための施

策を推進し、人員配置標準が守られるよう努め

る。 

改定・医

療ク② 

逐次実施 

ａ 24時間体制で上質な救急医療を提供できる

体制を早急に整備する。 

改定・医

療ク③ａ

逐次実施 

ｂ 期待される役割を果たしていない救急医療

機関については、他の医療機関と役割を交代さ

せる等、救急医療体制が実際に機能するよう、

適正な制度の運用管理を行う。 

改定・医

療ク③ｂ

逐次実施 

③救急医療の

再構築 

（厚生労働省） 

ｃ ドクターヘリを全国的に導入し、救命救急を

要する患者が迅速に高度な救急医療を受けら

れる体制を早急に確立する。 

改定・医

療ク③ｃ

逐次実施 

（厚生労働省、

総務省、国土交

通省､ 警察庁） 

ｄ 救急搬送に関する各組織が効果的に連携し

て業務を行えるよう、諸外国の状況も参考に、

その連携の在り方について検討し、所要の措置

を講ずる。 

改定・医

療ク③ｄ

検討・逐次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

④救急搬送業

務の民間委

託、民間委譲

推進 

（総務省） 

福祉等で扱う分野の搬送、病院を中心としたい

くつかの搬送、長距離の患者搬送、救急警護・警

備、催時待機、企業活動に伴う一定の搬送等につ

いては、民間を活用することが有効かつ有益であ

る場合が多いと考えられるが、救急搬送業務を行

う民間への緊急通行権の付与等、様々な課題が想

定されるため、救急搬送業務の民間開放を容易に

するための環境整備を図る必要がある。 

したがって、救急搬送業務における民間の活用

について、課題の洗い出しやその解決のための関

係機関による検討・協議の場を設け、その結論を

踏まえ、上記に示したような救急搬送業務につい

て民間委託、民間委譲を推進する。 

改定・医

療ク④ 

 措置  

⑤小児医療（小

児救急）の充

実 

（厚生労働省） 

ａ 母子保健分野の国民運動である「健やか親子

21」において示されている「小児保健医療水準

を維持・向上させるための環境整備」の施策を

含め、小児救急・小児医療の充実や小児科医の

確保策を積極的に推進する。 

改定・医

療ク⑤ａ

検討・逐次実施 

 ｂ 小児救急の逼迫の一因として指摘される小

児の健康管理に関する親の知識不足を解消し

適切な小児医療の受診を促すため、「健やか親

子21」の施策と併せて、小児の健康管理に関す

る父母への啓発・情報提供等を実施する。 

改定・医

療ク⑤ｂ

検討・逐次実施 

⑥医療事故防

止システム

の確立 

（厚生労働省) 

医療事故防止対策について、行政改革推進本部

規制改革委員会の「規制改革についての見解」を

踏まえ、医療機関内の安全管理に関するインフラ

整備、医療の安全確保に関する社会的なインフラ

整備、医療専門職の養成過程の見直し等を含め、

有効な対策の在り方について診療報酬上の対応

の必要性を含め検討し、医療事故防止システムの

確立に向けて総合的な施策を講ずる。 

改定・医

療ク⑥ 

検討・逐次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑦ゲノム医療

の積極的推

進と国内体

制の充実 

（厚生労働省） 

 ゲノム医療に関する研究促進とそのための体

制の確保について積極的な方策を講ずる。 

改定・医

療ク⑦ 

逐次実施 

⑧検疫の民間

開放推進 

（厚生労働省） 

検疫業務については、国民の身体、財産を直接

侵害するような実力行使を伴う業務であること

を踏まえつつ、公正性、中立性を確保し、業務を

円滑かつ適正に実施できるよう事務処理の明確

な基準を定め、かつ、民間の資格要件等について

の担保措置を整備すること等により、検疫業務の

民間開放を推進する。 

改定・医

療ク⑧ 

逐次実施 

⑨医療機関と

介護サービ

ス事業所の

施設の共用

化 

（厚生労働省） 

 医療機関と介護サービス事業所（施設）とを併

設する場合において、建物の玄関、階段、エレベ

ーター等については、各施設の患者等に対する治

療その他のサービスに支障がないように十分に

配慮し、かつ、どちらかの施設の構造物として、

管理責任を明確にした上であれば、共用しても差

し支えないこととする。 

改定・医

療ク⑨ 

措置済  

⑩医療関係者

による緊急

避難的な応

急手当に関

する実態把

握、及び、実

態把握を踏

まえた対応

策の検討 

（厚生労働省） 

  

医療機関外における大規模な事故が発生して

いることを踏まえ、医療関係者による緊急時・非

常時における応急手当への関与を阻害する要因

の有無に関する調査など、今後速やかに実態把握

を行う。また、実態把握の結果を踏まえて、阻害

要因が明らかな場合については、例えば法的解釈

に関するガイドラインの提示など、必要な対応策

を検討する。 

重点・医

療 ( ６ )

〔改定・

医 療 ク

⑩〕 

 実態把

握 

対応策

検討 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑪遠隔医療の

普及・促進施

策の実施 

（厚生労働省、

総務省） 

医師不足への対処や地域における最適な医療

サービスの提供の確保は、喫緊の課題であり、限

られた医療資源を有効に活用し、国民にあまねく

良質な医療を提供するために、遠隔医療の推進と

効果的な活用が強く望まれる。したがって、「遠

隔医療の推進方策に関する懇談会」の「中間とり

まとめ」において示された論点や提言（モデル事

業を通じた有効性の検証、遠隔医療の位置付けの

明確化、診療報酬の適切な活用、補助金等の財政

支援措置の活用など）を踏まえながら、遠隔医療

の普及・促進に向けた環境整備を行う。 

重点・医

療（７) 

 20年度以降逐次措

置 

 


